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議会運営委員会 

 

令 和 ５ 年 ５ 月 ３ ０ 日 （ 火 ）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○南委員長   おはようございます。ただいまより議会運営委員会を開催させてい

ただきます。  

 本日の欠席者は、病気療養中のため、村田幸隆委員でございます。  

 それでは、本日の議案といたしまして、令和５年度第２回尾鷲市議会定例会につ

いての議会運営委員会でございますので、よろしくお願いします。  

 それでは、まず、市長に御挨拶をいただきたいと思います。  

○加藤市長   おはようございます。  

 本日は、令和５年第２回定例会のための議会運営委員会を開催していただきまし

て、誠にありがとうございます。  

 本定例会に上程いたします議案につきましては、議案第３４号、令和５年度尾鷲

市一般会計補正予算（第３号）の議決についてから、議案第３６号、尾鷲市道路線

の変更についてまでの議案３件でございます。  

 その他、報告第１号、令和４年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越計算書について

と、報告第２号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和５年度事業計画及び予算につ

いての報告２件であります。  

 これら提出議案の詳細につきましては、総務課長より説明いたさせます。よろし

く御審査賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 それでは、総務課長、提出議案の説明をお願いいたします。  

○森本総務課長   総務課でございます。よろしくお願いします。  

 令和５年度第２回尾鷲市議会定例会への提出議案につきまして御説明させていた

だきます。  

 議案書の１ページを御覧ください。  

 初めに、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決に

ついてであります。  

 こちらにつきましては、お手元に配付の主要事項説明に基づき説明させていただ

きます。  
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 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で１億６ ,５０

９万７ ,０００円を追加し、これにより、特別会計及び企業会計を含めた予算総額

を１９２億２ ,８８８万６ ,０００円とするものであります。  

 次のページを御覧ください。  

 歳入でございます。  

 １４款国庫支出金１億２ ,４９７万７ ,０００円の増額は、低所得世帯支援枠とし

て交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億２ ,３９７万

８ ,０００円の増額及び生活保護制度の改正に伴うシステム改修に対する生活保護

業務効率化事業補助金１４９万６ ,０００円の追加及び補助交付要件に満たなくな

ったことによります循環型社会形成推進交付金１５０万円の皆減が主なものでござ

います。  

 １５款県支出金３０万円の増額は、三重県海岸漂着物等対策事業補助金の追加で

あります。  

 １８款繰入金１ ,４５２万の増額は、今回の補正財源として財政調整基金から繰

り入れるものであります。  

 ２０款諸収入１ ,６３０万円の増額は、市内２地区のコミュニティ事業が採択さ

れたことに伴います一般コミュニティ助成事業補助金４６０万円、市内１地区に対

する地域防災組織育成助成事業助成金１５０万円及び中村山公園トイレ整備工事に

対する地域づくり助成事業助成金１ ,０００万円の追加が主なものであります。  

 ２１款市債９００万円の増額は、中村山公園トイレ整備事業に係る都市公園事業

債の追加であります。  

 ３ページを御覧ください。  

 歳出であります。  

 款別の補正額につきましては、記載のとおりでございます。  

 このうち、主なものにつきまして、次ページの歳出明細書で御説明いたします。  

 まず、総務費は、防災費で、市内１地区に対する地域防災組織育成助成事業補助

金１５０万円及びコミュニティーセンター費で、市内２地区に対する一般コミュニ

ティ助成事業補助金４６０万円の追加が主なものであります。  

 次に、民生費では、生活困窮者自立支援事業費で、住民税非課税世帯に対し、１

世帯当たり３万円を支給するための物価高騰対策生活支援給付金給付事業として１

億２ ,５４９万９ ,０００円の追加及び生活保護総務費で、生活保護一般事務費のう

ち、生活保護システム改修委託料２９９万２ ,０００円の追加が主なものでありま
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す。  

 次に、衛生費は、入札結果により、尾鷲市ストックヤード整備基本計画策定業務

委託料２３６万６ ,０００円の減額、また、農林水産業費は、漁港管理費の漁港漂

着物処理業務委託料３７万５ ,０００円等の追加であります。  

 次に、土木費は、中村山公園トイレ整備工事請負費１ ,９００万８ ,０００円の追

加であります。  

 ５ページを御覧ください。  

 教育費では、事務局費の置き去り防止車内確認ブザーシステム購入費４４万６ ,

０００円、小学校の学校管理費で、向井小学校高圧受電設備修繕料２３４万円及び

運動場管理費の国市浜公園に係る避難路概略検討業務委託料１ ,１００万３ ,０００

円の追加が主なものであります。  

 補正予算３号の説明は以上であります。  

 次に、議案書に戻りまして、２ページのほうを御覧ください。  

 議案第３５号、工事請負変更契約について（折橋墓地移転に伴う新墓地造成工事）

につきましては、造成地の土質状況等により工事の施工内容に変更が生じ、契約金

額を増額する必要があることから、変更契約を締結するに当たり、地方自治法第９

６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  

 変更前の契約金額は１億８ ,８９１万４ ,０００円で、変更後の契約金額は２億１ ,

９２０万６ ,９００円となり、３ ,０２９万２ ,９００円の増額であります。  

 次に、３ページの議案第３６号、尾鷲市道路線の変更についてにつきましては、

尾鷲市三木浦町における早田道ミゾノキ線は、現在の国道３１１号線の開通に伴い

まして、市道として県から引き継ぎましたが、土地につきましては所有者は県とな

っておりました。  

 今般、県がこの土地の一部の所有権を移転することから、この部分の市道を廃止

し、認定路線の一部の変更を行うもので、道路法第１０条第３項の規定により、議

会の議決を求めるものであります。  

 なお、今回の路線廃止区間には既に現在の国道３１１号線が開通しておりまして、

自動車等の通行に支障がないことから実施するものでございます。  

 次に、５ページの報告第１号、令和４年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰越計算書

についてにつきましては、感染症予防対策事業をはじめとする７事業について、翌

年度への繰越額及び財源内訳を地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき
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報告するものであります。  

 なお、感染症予防対策事業につきましては、令和５年度の１号補正で計上した新

型コロナウイルスワクチン接種費用と一本化されたため、翌年度繰越額はゼロ円と

なっております。  

 次に、議案書７ページの報告第２号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和５年度

事業計画及び予算についてにつきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の規

定により、別冊の事業計画及び予算のとおり報告させていただくものであります。  

 以上をもちまして、提出議案の説明とさせていただきます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 提出議案の３件と報告２件の説明を受けましたが、特に御質疑のある方、ござい

ますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようでございますので、２番目の選挙について、議会事務局長

より説明をお願いいたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、選挙について説明させていただきます。  

 選挙第６号、尾鷲市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙についてにつきまして

は、尾鷲市選挙管理委員会委員及び補充員の任期が本年７月３日をもって満了とな

りますので、地方自治法第１８２条第１項及び第２項の規定により、本定例会の２

日目に選挙をお願いするものでございます。  

 選挙の方法につきましては、従来より投票に代えて、地方自治法第１１８条第２

項の規定により、議長による指名推選する形を取っております。  

 なお、ただいま参考資料といたしまして尾鷲市選挙管理委員会委員及び補充員の

候補者資料のほうを通知させていただきましたので、よろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 ただいまの選挙の委員と補充員の説明について、何か御意見ございませんか。じ

ゃ、よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようでございますので、次に、会期及び議事日程（案）につい

ての説明をお願いいたします。  

○高芝議会事務局長   委員長、事項書３番目と、４番から６番の各発言通告書の

提出期限、こちら続けて説明させていただいてよろしいでしょうか。  
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○南委員長   ６番目までお願いいたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、まず、お手元の事項書に記載の会期及び議事日

程（案）、こちらに基づき説明させていただきます。  

 会期は、６月５日月曜日から６月２０日火曜日までの１６日間でございます。  

 会議はいずれも午前１０時開会とさせていただいております。  

 ６月５日に本会議を開会いたしまして、会議録署名議員の指名、会期決定の後、

発議上程、採決、これは行政常任委員会補欠委員の選任及び議会運営委員会委員の

選任についてでございます。  

 なお、この行政常任委員会補欠委員の選任につきましては、尾鷲市議会申合せ事

項の改正に伴い、議長の交代があった場合、新議長は常任委員会委員として委員会

審査に参加していただくことになりますが、今回は、仮に議長交代がない場合でも、

現小川議長を委員に選任していただく発議のほうを上程いただく予定としておりま

す。  

 また、正副議長の選挙を含めた議会構成につきましても、日程に追加して行って

いただく予定でございまして、選挙などの進行予定につきましては、後ほど説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 次に、６日火曜日午前１０時本会議開会、審議の内容といたしましては、議案上

程、提案説明、審議留保、これは議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予

算（第３号）の議決について及び議案第３６号、尾鷲市道路線の変更についての議

案２件についてでございます。  

 次に、議案第３５号、工事請負変更契約について（折橋墓地移転に伴う新墓地造

成工事について）につきましては、議案上程、提案説明、質疑、委員会付託の後、

本会議を休憩いたしまして、行政常任委員会を開催し、当該議案を審査していただ

きます。委員会終了後に本会議を再開し、委員会における審査結果等の委員長報告、

委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行っていただきます。  

 次に、報告、質疑、これは報告第１号、令和４年度尾鷲市一般会計繰越明許費繰

越計算書について及び報告第２号、公益財団法人尾鷲文化振興会の令和５年度事業

計画及び予算についての報告２件についてでございます。  

 ７日水曜日から９日金曜日までは議案調査のため休会、１０日、１１日は土日の

ため休会でございます。  

 １２日月曜日午前１０時より本会議を再開していただきまして、６日に上程、提

案されております議案に対する質疑の後、委員会付託を行い、一般質問に入ってい



－６－ 

ただきます。  

 １５日木曜日、１６日金曜日は行政常任委員会を開催し、議案及び所管事項の審

査を行っていただきます。  

 １９日月曜日は予備日とし、翌２０日火曜日に本会議を再開し、付託議案の委員

会における審査結果等の委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決を行っ

ていただき、閉会となる予定でございます。  

 なお、議事日程のほうには記載しておりませんが、去る４月１３日に松阪市で開

催されました東海市議会議長会定期総会並びに６月１４日に東京都で開催されます

全国市議会議長会定期総会におきまして、南靖久議員が永年勤続表彰として勤続４

０年以上の特別表彰を受けられることになります。  

 つきましては、その表彰の伝達式を本定例会最終日となります６月２０日火曜日

の会議冒頭に行う予定とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。  

 次に、各発言通告書の提出期限について説明させていただきます。  

 まず、事項書４番目の一般質問発言通告書提出期限につきましては、申合せに基

づき６月７日水曜日の午前１１時まで、次に、議案質疑発言通告書提出期限は、議

案第３５号、報告第１号及び第２号につきましては６月２日金曜日の午前１１時、

その他の議案につきましては６月７日水曜日の午前１１時まで、次に、討論発言通

告書提出期限は、議案第３５号につきましては６月２日金曜日の午前１１時、その

他の議案につきましては６月１９日月曜日の午前１１時までとさせていただいてお

ります。  

 また、ただいま議案付託表（案）のほうを通知させていただきましたので、御確

認いただきますようよろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 会期及び議事日程と、いろんな一般質問の締切り等の説明をいただいたんですけ

れども、何か御意見のある方、見えますか。よろしいですね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、事項書７の議会構成についての説明をお願いいたします。  

○高芝議会事務局長   それでは、議会構成に係る発議について説明させていただ

きます。  

 まず、発議第４号、行政常任委員会補欠委員の選任について（案）につきまして
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は、尾鷲市議会申合せ事項の改正に伴いまして、今回は、仮に議長の交代がない場

合におきましても、現小川議長を委員に選任していただくものでございます。  

 次に、発議第５号、議会運営委員の選任について（案）につきましては、議会運

営委員の任期は尾鷲市議会委員会条例で１年と定められておりますことから、今定

例会において新たに選任するものでございます。よろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  

○南委員長   事項書８も続けてお願いします。  

○高芝議会事務局長   それでは、続きまして、議会構成に伴います議事及び選挙

進行予定（案）について説明させていただきます。  

 まず、今定例会初日、６月５日でございますが、まず、進行表のほう５番目の議

長選挙及び６番目の副議長選挙のほうを行っていただきます。ここで暫時休憩して

いただきまして全員協議会を開催し、７番目の議選監査委員の選出、８番目の常任

委員会委員の選出を行っていただきます。  

 その後、本会議を再開し、全員協議会で選出していただきました議選監査委員の

選任について、追加議案として執行部より提案していただき、選任同意の採決を採

っていただきます。  

 次に、１０番目の常任委員会補欠委員の選任につきましては、先ほども申し上げ

ましたが、申合せ事項の改正に伴い、今回は現議長を委員に選任していただくもの

でございます。  

 その後、本会議のほうを暫時休憩していただき、常任委員会を開いて、正・副委

員長さんの互選をしていただきます。常任委員の任期は議員の任期となっておりま

すが、委員会条例などに基づきまして、正・副委員長さんの辞任はこの常任委員会

の場で行っていただきます。  

 続きまして、２回目の全員協議会を開催していただき、１２番目の常任委員会の

正・副委員長の互選結果の発表、１３番目の議会運営委員５名を選出していただき

ます。  

 次に、本会議を再開していただき、議長のほうから常任委員会正・副委員長の互

選結果の報告、議会運営委員５名の選任を行っていただきます。  

 その後、本会議を暫時休憩していただき、議会運営委員会を開催していただきま

して正・副委員長さんの互選、続きまして、全員協議会におきまして、議会運営委

員会の正・副委員長の互選結果の発表をしていただきます。  

 次に、１８番目の紀北広域連合議会の議員６名は、申合せによる議長及び行政常
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任委員会委員長と、残り４名の組合議会議員を選出、１９番目の三重紀北消防組合

議会の議員４名は、こちらも申合せによる議長、行政常任委員会委員長と、残り２

名の組合議会議員のほうを選出していただきます。  

 最後、２０番目の東紀州環境施設組合議会の議員２名には、申合せにより議長及

び行政常任委員会委員長を組合議会議員に選出していただく予定でございます。  

 その後、本会議のほうを再開し、２１番目の議会運営委員会の正・副委員長を議

長のほうから報告していただき、次に、２２番から２４番の各組合議会の議員を議

長の指名推選の方法でそれぞれ選挙していただきますので、よろしくお願いいたし

ます。  

 説明は以上でございます。  

○南委員長   ５日の役員選挙の流れについての説明をいただいたんですけれども、

特に御意見のある方、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   役選もこの流れの中で行わせていただきます。  

 それでは、次に、定例会初日の執行部の出席者について、総務課長より説明をお

願いいたします。  

○森本総務課長   ６月５日、本会議への出席につきましては、市長、副市長、教

育長、政策調整課長、私、総務課長、以上を予定させていただいております。  

○南委員長   皆さん、よろしいですね。  

 じゃ、事務局長、議員懇談会のほうはよろしいんですか。これは全協のほうでね。  

○小川議長   委員長、よろしいでしょうか。  

 この後の全員協議会でも報告させていただきますが、正・副議長選挙に関わる所

信表明演説につきましては、６月１日木曜日の午前１０時より議員懇談会を開催い

たしまして、その中で行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。  

 なお、所信表明を希望される方は、明日５月３１日までに私のほうまで御連絡い

ただきますようお願いいたします。  

 以上です。  

○南委員長   分かりました。  

 じゃ、以上ですね。  

 以上で議会運営委員会を終わります。ありがとうございました。  

（午前１０時２１分  閉会）  


